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意見項目 修正提案 修正理由 

第一部分

第一章 

6.2.3 優

先権主張

の追加又

は訂正 

下記下線部の削除を希望する。 

 

「専利法実施細則第 37条の規定に基づき、

出願人が優先権を主張した場合、優先日か

ら 16ヶ月以内又は出願日から 4ヶ月内、か

つ、国務院専利行政部門が公開準備を完了

するまでであれば、優先権主張の追加又は

訂正を請求することができる。」 

 

 

 

 

 

・国務院専利行政部門のその時の業務状況

次第で公開準備が完了するのが早くなって

しまうと、請求期間が短くなってしまう場

合があり、不公平となる。 

・いつ公開準備が完了するか分からない為、

出願人が追加・訂正の準備をしている間に

公開準備が完了してしまい、準備が無駄と

なってしまうため。 

第一部分

第一章 

6.2.6 優

先権主張

の回復 

下記下線部の削除を希望する。 

 

「専利法実施細則第 36条の規定に基づき、

先の出願の出願日から起算して 12ヶ月の期

間が満了した後に、後の出願が提出された

場合、国務院専利行政部門が公開準備を完

了する前であって、期間が満了した日から

起算して 2ヶ月以内であれば、出願人は優

先権の回復を請求することができる。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国務院専利行政部門のその時の業務状況

次第で公開準備が完了するのが早くなって

しまうと、請求期間が短くなってしまう場

合があり、不公平となる。 

・いつ公開準備が完了するか分からない為、

出願人が追加・訂正の準備をしている間に

公開準備が完了してしまい、準備が無駄と

なってしまう。 



第一部分

第一章 

6.7.2.3

発明者の

変更 

・(2)を(3)に変更しているが、(2)の修正で

あり番号は(2)のままであるべきである。 

・発明者の変更請求の提出について、「受理

通知書を受け取った日から起算して 1 ヶ月

以内に提出」と提出期間が追加されたが、当

該追加部(下記下線部)の削除を要望する。 

 

「（２）発明者について記入漏れ又は誤記が

あったために変更請求を提出する場合、受

理通知書を受け取った日から起算して 1 ヶ

月以内に提出するとともに、出願人全員（又

は専利権者）と変更前後の発明者全員が署

名又は捺印した証明書類を提出しなければ

ならず、その中で変更の原因を明示し、かつ

専利法実施細則第 14条の規定に従って変更

後の発明者が本発明創造の実体的特徴に対

して創造的な貢献をしている全員であるこ

とが確認されている旨を声明しなければな

らない。」 

 

 

 

 

・(2)を削除して(3)に変更しているが、(2)

が新たに追加されていないので、誤記であ

ると思われる。(2)について修正すべきであ

る。 

・現行の審査指南は、発明者の変更請求の提

出期間について設定はないが、改正草案に

て「受理通知書を受け取った日から起算し

て 1ヶ月以内」との提出期間が設定された。 

 発明者の変更は、発明者の誤りを認識し

た場合や発明者の誤記に気付いた場合に必

要となるが、これらは受理通知書の受領後

１ヶ月後にも発生し得ることである。発明

者変更が適切にできない場合、発明者への

報奨にも影響が生じ、出願人にとって問題

となり得る。従って、発明者の変更請求書の

提出を受理通知書の受理から１ヶ月以内と

する期間の追加は、実態に適合しておらず、

合理的でない。 

 さらに、日本、米国、欧州では以下の通り、

発明者を変更可能な期間は改正草案のよう

な限定的な期間ではない。発明者を変更で

きる期間は、他の主要国との国際調和を優

先して定めるべきである。 

日本：JPOに係属中は補正可能(特許法第 17

条) 

米国：USPTO に係属中は補正可能(特許法第

116条)、特許証発行後でも訂正可能(特許法

第 256条) 

欧州：EPOに係属中または登録後でも更生可

能（施行規則 21）。 

 よって、以上の理由に基づき、「受理通知

書を受け取った日から起算して 1 ヶ月以内

に提出」については削除すべきである。 

 

 

 

 

 



第一部分

第三章 

7.4 意匠

専利権を

付与しな

い場合 

下記 2項目の削除を希望する。 

 

『（10）製品における独立した領域又は完全

な設計ユニットとして成立しない部分意

匠。例えば、コップの取っ手の 1 本の転換

線、任意で切り取るメガネのレンズの不規

則な部分。』 

 

『（11）専利保護を求める部分意匠が、製品

の表面の図案又は図案と色彩とを結合した

設計のみである場合。例えば、バイクの表面

の図案。』 

・意匠専利権を付与しない状場合に該当す

る例として(10)が例示されている。 

しかし、新規な創作が、相対的に独立した領

域又は完全な設計ユニットの単位で必ずし

も行われていない実態がある。従って、創作

を保護するために、創作し保護したい部分

を出願人が定めることが適当だと考える。 

また、相対的に独立した領域又は完全な設

計ユニットの単位ではない創作が、製品の

誤認混同の防止に寄与するケースもあり、

その観点からしても(10)に例示の創作は保

護が必要である。加えて、(10)の例示に対し

て権利付与されないと、正規品の分割可能

な単位よりさらに細かく分割した単位で模

倣品が流通された場合に、正規品の意匠専

利権が及ばない可能性があると考えられ

る。 

 さらに、日本、米国、欧州など主要国にこ

のような規定はないため、当該規定は国際

調和の観点からも適切ではない。 

 よって、以上の理由に基づき、当該規定は

削除すべきである。 

 

・意匠専利権を付与しない場合に該当する

例として(11)が例示されている。新規な創

作部分が製品のラベルやパッケージの図案

である場合もあるため、そうした部分の創

作も尊重されるべきである。さらには、そう

した部分の創作が製品の誤認混同の防止に

寄与するケースもあるため、その観点から

しても保護が必要である。 

 さらに、日本、米国、欧州など主要国にこ

のような規定はないため、当該規定は国際

調和の観点からも適切ではない。 

よって、以上の理由に基づき、当該規定は削

除すべきである。 

 

 



第五部分

第七章 

8.3 遅延

審査 

条文の修正提案はなし。 審査遅延制度を導入した場合、出願公開制

度がない実用新案は、内容が公開されるま

での期間が長くなる。その結果、重複研究や

重複投資、それらに伴う無用な権利侵害、重

複出願が生じる可能性が高くなり、中国に

おける産業の発展を阻害する事態が懸念さ

れる。また、実用新案制度には公開制度がな

く、公告のタイミングで公開されるため、審

査遅延制度がこのまま導入されると、3年間

公開されずに潜伏する“サブマリン実用新

案”が発生することになり、この点にも懸念

がある。従って、実用新案における「遅延審

査請求」の導入に反対である。 

 

仮に実用新案の遅延審査請求を導入するな

らば、特許と同様に、出願から一定期間経過

した後にすべての出願について公開する出

願公開制度を前提とした規定とするべきで

ある。出願公開制度と遅延審査請求をセッ

トで導入するのであれば反対しない。 

 

 

第五部分

第九章 

1.3.1 専

利登記簿

の様式 

下記下線部の追加を希望する。 

 

「2.専利法第 42条第 2項に基づく専利権付

与期間の補償 

専利法第 42 条第 2項の規定に基づき、発明

専利の出願日から起算して 4 年を経過し、

かつ、実体審査請求日から起算して 3 年を

経過した後に発明専利権が付与された場

合、専利局は、専利権者からの請求に応じ

て、発明専利権の付与過程における不合理

な遅延について専利権の期間の補償を与え

る。ただし、出願人に起因する不合理な遅延

を除く。専利権者からの請求があった場合、

専利局は補償期間を計算して出願人に通知

する。専利局から通知された補償期間につ

いて出願人が不服を申し立てた場合、専利

・制度の趣旨を考えると、専利局が補償期間

を計算して出願人に通知すべきである。 

その上で、専利局により通知された補償期

間に出願人が納得しない場合は、出願人か

らの不服申立を認めるようにし、専利局は、

出願人の不服内容（出願人により提示され

た修正補償期間）について検討するように

していただきたい。 

 

・出願時は実用新案専利と発明専利が同一

であることは分かるが、権利付与時に実用

新案専利と発明専利の権利範囲が同一であ

るか不明。そこを明記してほしい。 

・権利付与時に実用新案専利と発明専利の

権利範囲が異なる場合があるはずであり、

その場合は発明専利権の付与過程は権利範



局はその不服内容を検討しその検討結果を

出願人に通知する。既に通知した補償期間

を訂正する必要について専利局が認めた場

合、専利局は訂正した補償期間を出願人に

通知する。 

同一の出願人が同日に同一の発明創造につ

いて実用新案専利と発明専利の両方を出願

した場合であって、実用新案専利権が付与

された後にさらに実用新案専利と同一の発

明創造のまま発明専利権も付与されたとき

は、当該発明専利権付与の期間については、

専利法第 42条第 2項の規定を適用しない。」 

 

 

囲が同一のものとは異なるものであるはず

なので、規定の適用から除外すべきではな

い。 

（紙幅が足りない場合は、適宜様式を変更してご記入ください。） 


